
　○下記の枠内に必要事項をご記入下さい。

　　□ 　住宅ローン減税（買取再販住宅による省エネ基準適合住宅を取得の場合）　控除対象期間13年

　　□ 　住宅ローン減税（償還期間10年以上のリフォームローンの場合）

　　□　リフォーム促進税制（耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化） 控除対象期間1年

　　□ 　財形貯蓄の増改築工事費用払い出し

   □ 　＜宅地建物取引業者向け＞　買取再販に係る不動産取得税の軽減特例　　22,000円（税込）

１．建物の謄本

２．図面　及び　写真　（工事前及び工事後）

３．見積書（内訳明細書）　または　請求明細書　のコピー

４．工事請負契約書（収入印紙のあるもの）　のコピー

５．領収書　のコピー

申込書と必要書類をFAXまたはメールでお送り下さい。よろしくお願いいたします。

　　　＜　必要書類　＞

（〒　　　　　　　  　-  　　　　　　　　）

（必要書類に☑）

証明書種類

木造　・　鉄筋コンクリート造　・　鉄骨造　・　その他

住　　　　　所

建築年月

FAX:06-6928-8807

住居表示

建物の構造

　　
（手数料請求先）

 電　話　番　号

申請者様氏名

ご仲介業者様
又は代理人様

ご連絡先番号

増改築等工事証明書　発行依頼書

申請日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

地名地番

昭和　　　・　　　平成　　　　　　年　　　　　　月

　□　　＜個人向け＞　増改築等工事証明書　              　　　　　　　　 　　　33,000円（税込）　

工事着工日（予定）
工事完了日 　　　　年　　　　月　　　　日　　　　～　　　　　年　　　　月　　　　日

一級建築士事務所 Via BARTOLO34
ＴＥＬ：06-6928-1613　ＦＡＸ：0６-6928-8807


